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(57)【要約】
【課題】塗り分け法でＯＬＥＤを作成される表示装置に
おいて、蒸着位置精度の改善及び表示不良の発生の可能
性の低減を図る。
【解決手段】アレイ基板４１は、複数の画素５２ｒ，５
２ｇ，５２ｂからなる画像を表示する表示部を形成され
る。アレイ基板４１の画素間の境界領域の表面には第１
の凸部１００ａ及び第２の凸部１００ｂが設けられる。
画素５２ｂの画素電極８２には、第１の発光色を呈する
層を含む第１の有機層８５ｂが積層され、画素５２ｇ，
５２ｒの画素電極８２には、第２の発光色を呈する層を
含む第２の有機層８５ｇ，８５ｒが積層される。第１の
有機層８５ｂはさらに凸部のうち第１の凸部１００ａの
みを覆うように設けられる。第２の有機層８５ｇ，８５
ｒは第１の凸部１００ａ及び第２の凸部１００ｂのいず
れも覆わないように設けられる。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素からなる画像を表示する表示部を形成される基板と、
　それぞれ前記画素に対応して前記基板の表面に設けられた第１の画素電極及び第２の画
素電極と、
　それぞれ前記画素間の境界領域に設けられた前記基板の表面の第１の凸部及び第２の凸
部と、
　第１の発光色を呈する層を含み前記第１の画素電極に積層された第１の有機層、及び第
２の発光色を呈する層を含み前記第２の画素電極に積層された第２の有機層と、を有し、
　前記第１の有機層はさらに前記凸部のうち前記第１の凸部のみを覆うように設けられ、
　前記第２の有機層は前記第１の凸部及び前記第２の凸部のいずれも覆わないように設け
られていること、
　を特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記第１の凸部の頂点は前記第２の凸部の頂点よりも高いこと、を特徴とする請求項１
に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記画素の周囲に形成され、前記画素電極の端部を覆うとともに、前記画素電極の上面
を露出する開口部を有するバンクを有し、
　前記第１の凸部及び前記第２の凸部は前記バンク上に設けられること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　複数の画素からなる画像を表示する表示部を形成される基板であって、当該基板の表面
に、それぞれ前記画素に対応して設けられた第１の画素電極及び第２の画素電極と、前記
画素間の境界領域に設けられた第１の凸部及び第２の凸部とを有する基板を準備する工程
と、
　前記基板における前記第１の画素電極と前記第１の凸部とに対向する領域に開口部を有
し、かつ前記第２の凸部に対向する領域に遮蔽部を有した第１の蒸着マスクを、前記基板
上に配置する工程と、
　前記第１の蒸着マスクを介した蒸着処理により、前記第１の画素電極及び前記第１の凸
部を覆い、かつ前記第２の凸部を覆わないように、第１の発光色を呈する層を含む第１の
有機層を形成する工程と、
　前記基板における前記第２の画素電極に対向する領域に開口部を有し、かつ前記１の凸
部及び前記第２の凸部に対向する領域に遮蔽部を有した第２の蒸着マスクを、前記基板上
に配置する工程と、
　前記第２の蒸着マスクを介した蒸着処理により、前記第２の画素電極を覆い、かつ前記
第１の凸部及び前記第２の凸部を覆わないように、第２の発光色を呈する層を含む第２の
有機層を形成する工程と、
　を有することを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第１の蒸着マスクはさらに、前記基板における前記第２の画素電極に対向する領域
に遮蔽部を有し、
　前記第２の蒸着マスクはさらに、前記基板における前記第１の画素電極に対向する領域
に遮蔽部を有すること、
　を特徴とする請求項４に記載の表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第１の凸部の頂点は前記第２の凸部の頂点よりも高く、
　前記第１の蒸着マスクは前記第２の凸部をスペーサーとして前記基板上に配置され、
　前記第２の蒸着マスクは前記第１の凸部をスペーサーとして前記基板上に配置されるこ
と、
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　を特徴とする請求項４に記載の表示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第２の有機層は前記第１の有機層よりも後に形成されること、を特徴とする請求項
４に記載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機エレクトロルミネッセンス（electroluminescence：ＥＬ）素子を用いた表
示装置である有機ＥＬ表示装置が実用化されている。有機ＥＬ素子は一般にＯＬＥＤ（or
ganic light emitting diode）と称され、有機ＥＬ表示装置はＯＬＥＤが発する光を用い
て赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）等の複数色を生成しカラー画像を表示する。画像
表示領域に２次元配列される各画素は互いに異なる色の光を発する複数種類のサブピクセ
ルで構成される。各サブピクセルの発光強度は独立して制御でき、それらの発光強度のバ
ランスに応じて画素は様々な色を表現することができる。
【０００３】
　複数色の生成の仕組みの１つとして、ＲＧＢ等に発光色が互いに異なる複数種類のＯＬ
ＥＤを画像表示領域に配列する構成がある。当該構成ではサブピクセルの色に対応してＯ
ＬＥＤの発光層の材料を塗り分けてＯＬＥＤの発光色を異ならせる。そのため、当該構成
はＲＧＢ塗り分け法などと称される。ＲＧＢ塗り分け法は基板上に蒸着マスクをシャドウ
マスクとして配置してその開口部に発光層を蒸着する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２５７６５０号公報
【特許文献２】特開２００１－３１３１６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　蒸着マスクには異物が付着していることがあり、その蒸着マスクを基板上に配置すると
、異物が、すでに基板上に蒸着されている発光層の膜を破壊して画素欠陥を生じ、その結
果、表示不良が発生し得るという問題がある。この対策の１つとして基板と蒸着マスクと
の距離を確保するためのスペーサーを配置するものがあるが、基板と蒸着マスクとの距離
を広くすると蒸着位置精度が悪化する副作用も発生する。
【０００６】
　本発明は上記問題を解決するためになされたものであり、塗り分け法でＯＬＥＤを作成
される表示装置において、蒸着位置精度の改善及び表示不良の発生の可能性の低減を図る
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）本発明に係る表示装置は、複数の画素からなる画像を表示する表示部を形成され
る基板と、それぞれ前記画素に対応して前記基板の表面に設けられた第１の画素電極及び
第２の画素電極と、それぞれ前記画素間の境界領域に設けられた前記基板の表面の第１の
凸部及び第２の凸部と、第１の発光色を呈する層を含み前記第１の画素電極に積層された
第１の有機層、及び第２の発光色を呈する層を含み前記第２の画素電極に積層された第２
の有機層と、を有し、前記第１の有機層はさらに前記凸部のうち前記第１の凸部のみを覆
うように設けられ、前記第２の有機層は前記第１の凸部及び前記第２の凸部のいずれも覆
わないように設けられている。
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【０００８】
　（２）本発明に係る表示装置の製造方法は、複数の画素からなる画像を表示する表示部
を形成される基板であって、当該基板の表面に、それぞれ前記画素に対応して設けられた
第１の画素電極及び第２の画素電極と、前記画素間の境界領域に設けられた第１の凸部及
び第２の凸部とを有する基板を準備する工程と、前記基板における前記第１の画素電極と
前記第１の凸部とに対向する領域に開口部を有し、かつ前記第２の凸部に対向する領域に
遮蔽部を有した第１の蒸着マスクを、前記基板上に配置する工程と、前記第１の蒸着マス
クを介した蒸着処理により、前記第１の画素電極及び前記第１の凸部を覆い、かつ前記第
２の凸部を覆わないように、第１の発光色を呈する層を含む第１の有機層を形成する工程
と、前記基板における前記第２の画素電極に対向する領域に開口部を有し、かつ前記１の
凸部及び前記第２の凸部に対向する領域に遮蔽部を有した第２の蒸着マスクを、前記基板
上に配置する工程と、前記第２の蒸着マスクを介した蒸着処理により、前記第２の画素電
極を覆い、かつ前記第１の凸部及び前記第２の凸部を覆わないように、第２の発光色を呈
する層を含む第２の有機層を形成する工程と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略の構成を示す模式図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の表示パネルの模式的な平面図
である。
【図３】図２に示すＩＩＩａ－ＩＩＩａ線及びＩＩＩｂ－ＩＩＩｂ線に沿った位置でのア
レイ基板の模式的な垂直断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における、バンクの形成後で有機材料層の形成前の状態
でのアレイ基板の模式的な部分平面図である。
【図５】図４のアレイ基板のＶａ－Ｖａ線及びＶｂ－Ｖｂ線に沿った模式的な垂直断面図
である。
【図６】図４に対応するアレイ基板についての有機材料層の形成後の状態での模式的な部
分平面図である。
【図７】図４に示したアレイ基板上に配置したＢ用の蒸着マスクの模式的な平面図である
。
【図８】Ｂ画素の有機材料層を蒸着した状態でのアレイ基板及び蒸着マスクの模式的な垂
直断面図である。
【図９】図４に示したアレイ基板上に配置したＧ用の蒸着マスクの模式的な平面図である
。
【図１０】Ｇ画素の有機材料層を蒸着した状態でのアレイ基板及び蒸着マスクの模式的な
垂直断面図である。
【図１１】図４に示したアレイ基板上に配置したＲ用の蒸着マスクの模式的な平面図であ
る。
【図１２】Ｒ画素の有機材料層を蒸着した状態でのアレイ基板及び蒸着マスクの模式的な
垂直断面図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態における、有機材料層の形成後の状態でのアレイ基板
の模式的な部分平面図である
【図１４】本発明の第２の実施形態におけるアレイ基板上に配置したＢ用の蒸着マスクの
模式的な平面図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態におけるアレイ基板上に配置したＲ用の蒸着マスクの
模式的な平面図である。
【図１６】本発明の第２の実施形態におけるアレイ基板上に配置したＧ用の蒸着マスクの
模式的な平面図である。
【図１７】本発明の変形例を説明するアレイ基板の模式的な部分平面図である。
【図１８】本発明の変形例を説明するアレイ基板の模式的な部分垂直断面図である。
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【図１９】図１８のアレイ基板の有機材料層の形成後の状態での模式的な部分平面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。但し、本発明は、その要旨
を逸脱しない範囲において様々な態様で実施することができ、以下に例示する実施形態の
記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００１１】
　図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等につ
いて模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するも
のではない。本明細書と各図において、既出の図に関して説明したものと同様の機能を備
えた要素には、同一の符号を付して、重複する説明を省略することがある。
【００１２】
　さらに、本発明の詳細な説明において、ある構成物と他の構成物の位置関係を規定する
際、「上に」「下に」とは、ある構成物の直上あるいは直下に位置する場合のみでなく、
特に断りの無い限りは、間にさらに他の構成物を介在する場合を含むものとする。
【００１３】
　以下に説明する実施形態は有機ＥＬ表示装置である。有機ＥＬ表示装置は、アクティブ
マトリックス型表示装置であり、テレビ、パソコン、携帯端末、携帯電話等に搭載される
。
【００１４】
　表示装置の画像表示領域には、画像を構成する複数の画素が２次元配列される。以下の
説明では、３次元の直交座標系であるｘｙｚ座標系を用い、画像に対応する２次元の直交
座標系に対応してｘ軸、ｙ軸を設定する。例えば、ｘ軸を画像の水平方向、ｙ軸を画像の
垂直方法とする。また、ｚ軸は後述するアレイ基板の厚み方向とする。
【００１５】
　また、以下の実施形態では、画像表示領域には発光色が互いに異なる複数種類の画素（
サブピクセル）が配列されてカラー画像を表示可能である表示装置を説明する。例えば、
発光色はＲＧＢの３色とする。なお、カラー画像における画素は、表示装置における複数
種類のサブピクセルからなる一組のサブピクセル群に対応するが、表示装置ではサブピク
セルが構成上の単位であり、サブピクセルごとにＯＬＥＤや画素回路が形成される。そこ
で以下の説明では、基本的にサブピクセルを画素と扱う。
【００１６】
［第１の実施形態］
　図１は実施形態に係る有機ＥＬ表示装置２の概略の構成を示す模式図である。有機ＥＬ
表示装置２は、画像を表示する表示部である画素アレイ部４と、当該画素アレイ部を駆動
する駆動部とを備える。有機ＥＬ表示装置２はガラス基板や可撓性を有した樹脂フィルム
などからなる基材の上に薄膜トランジスタ（thin film transistor：ＴＦＴ）やＯＬＥＤ
などの積層構造を形成されている。
【００１７】
　画素アレイ部４には画素に対応してＯＬＥＤ６及び画素回路８がマトリクス状に配置さ
れる。画素回路８は複数のＴＦＴやキャパシタなどで構成される。なお、図１の画素回路
８はＴＦＴ１０，１２とキャパシタ１４からなる簡略化した構成を例示している。
【００１８】
　一方、駆動部は走査線駆動回路２０、映像線駆動回路２２、駆動電源回路２４、基準電
源回路２６及び制御装置２８を含み、画素回路８を駆動しＯＬＥＤ６の発光を制御するな
どの機能を担う。
【００１９】
　走査線駆動回路２０は画素の水平方向の並び（画素行）ごとに設けられた走査信号線３
０に接続されている。走査線駆動回路２０は制御装置２８から入力されるタイミング信号
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に応じて走査信号線３０を順番に選択し、選択した走査信号線３０に、スイッチングＴＦ
Ｔ１０をオンする電圧を印加する。
【００２０】
　映像線駆動回路２２は画素の垂直方向の並び（画素列）ごとに設けられた映像信号線３
２に接続されている。映像線駆動回路２２は制御装置２８から映像信号を入力され、走査
線駆動回路２０による走査信号線３０の選択に合わせて、選択された画素行の映像信号に
応じた電圧を各映像信号線３２に出力する。当該電圧は、選択された画素行にてスイッチ
ングＴＦＴ１０を介してキャパシタ１４に書き込まれる。駆動ＴＦＴ１２は書き込まれた
電圧に応じた電流をＯＬＥＤ６に供給し、これにより、選択された走査信号線３０に対応
する画素のＯＬＥＤ６が発光する。
【００２１】
　駆動電源回路２４は画素列ごとに設けられた駆動電源線３４に接続され、駆動電源線３
４及び選択された画素行の駆動ＴＦＴ１２を介してＯＬＥＤ６に電流を供給する。
【００２２】
　基準電源回路２６は、ＯＬＥＤ６のカソード電極を構成する共通電極（図示せず）に定
電位φＲＥＦを与える。
【００２３】
　本実施形態においてＯＬＥＤ６の下部電極は画素ごとに形成された画素電極であり、Ｏ
ＬＥＤ６の上部電極が複数の画素電極を覆うように共通に配置された共通電極となる。下
部電極は駆動ＴＦＴ１２に接続される。一方、上部電極は全画素のＯＬＥＤ６に共通の電
極で構成される。本実施形態では下部電極がＯＬＥＤ６の陽極（アノード）であり、上部
電極が陰極（カソード）である。
【００２４】
　図２は有機ＥＬ表示装置２の表示パネル４０の模式的な平面図である。表示パネル４０
は矩形であり、例えば、アレイ基板４１と対向基板とを、間に充填材を挟んで貼り合わせ
た構造とされる。アレイ基板４１は表示領域４２、額縁領域４４及び接続端子領域４６か
らなる。表示領域４２に図１に示した画素アレイ部４が設けられ、上述したように画素ア
レイ部４にはＯＬＥＤ６や画素回路８などが形成される。一方、対向基板には偏光板やタ
ッチパネルが設けられ得る。
【００２５】
　額縁領域４４は表示領域４２の外縁領域であり、内側境界は表示領域４２の輪郭に一致
し、外側境界は矩形であり、その３辺が表示パネル４０の辺と重複し、残り１辺が接続端
子領域４６との境界となる。ただし、表示領域４２の端部は、最外周の画素に属するＯＬ
ＥＤ６の発光領域の端部として規定されるため、表示領域４２と額縁領域４４との境界を
跨ぐように、画素回路８が設けられる場合もある。
【００２６】
　接続端子領域４６は額縁領域４４に隣接して設けられる。接続端子領域４６は３辺が表
示パネル４０の辺と重複し、残り１辺が額縁領域４４との境界である矩形である。表示領
域４２に形成される画素アレイ部４の動作に必要な電気信号を入出力するための配線は表
示領域４２及び額縁領域４４から接続端子領域４６に引き出される。つまり、接続端子領
域４６には表示領域４２及び額縁領域４４から引き出された一群の配線が配置される。ま
た、接続端子領域４６には、当該配線群を外部回路に接続するための接続端子が配置され
る。接続端子は複数配列され、その１つは、表示領域４２及び額縁領域４４から引き出さ
れた一群の配線の１つと接続される。例えば、接続端子にはＦＰＣ４８が接続され、ＦＰ
Ｃ４８は制御装置２８やその他の回路２０，２２，２４，２６等に接続されたり、その上
にＩＣ５０を搭載されたりする。
【００２７】
　本実施形態の表示パネル４０はカラー画像を表示し、カラー画像における画素は例えば
、ＲＧＢの３色のいずれかに対応する光を出射する画素（サブピクセル）で構成される。
【００２８】
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　本実施形態ではＲ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇ、Ｂ画素５２ｂが表示領域にストライプ配
列される例を説明する。当該配列では、画像のｙ方向に同じ種類（色）の画素が並び、ｘ
方向にＲＧＢが周期的に並ぶ。なお、図２においてＲ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇ、Ｂ画素
５２ｂはそれぞれ有効な発光領域を模式的に示しており、構造上は画素開口６０に対応し
、それらの間の領域は後述するバンク８４に対応している。
【００２９】
　図３はアレイ基板４１の模式的な垂直断面図であり、断面ＩＩＩａが図２に示すＩＩＩ
ａ－ＩＩＩａ線に沿った位置での表示領域４２での断面である。また、断面ＩＩＩｂは図
２に示すＩＩＩｂ－ＩＩＩｂ線に沿った断面であり、接続端子領域４６及びそれに隣接す
る額縁領域４４の断面である。基板７０は、ポリイミドやポリエチレンテレフタラート等
の可撓性を有するフィルムからなる。また基板７０はその他の樹脂又はガラスで形成する
こともできる。基板７０の表面には、基板７０が含有する不純物に対するバリアとなるア
ンダーコート層７１が形成される。アンダーコート層７１は、シリコン酸化膜、シリコン
窒化膜等からなり、それらの積層構造であっても良い。
【００３０】
　アンダーコート層７１の上には半導体層７２が積層され、当該半導体層７２により画素
回路などのＴＦＴ７３のチャネル領域、ソース領域及びドレイン領域が形成される。半導
体層７２の形成後、シリコン酸化物等でゲート絶縁膜７５が形成され、その上に積層した
金属膜をパターニングしてＴＦＴのゲート電極７６などが形成される。
【００３１】
　ゲート電極７６等を覆って、層間絶縁膜として無機膜７７が積層される。この無機膜７
７の上には金属膜が形成され、当該金属膜を用いてＴＦＴのＳ／Ｄ（ソース／ドレイン）
電極７８ｓ，７８ｄが形成される。Ｓ／Ｄ電極７８ｓ，７８ｄは、ゲート絶縁膜７５、無
機膜７７を貫通するコンタクトホールを介して、ＴＦＴの半導体層７２に電気的に接続す
る。ここでは、半導体層７２のうちＳ／Ｄ電極７８ｓとの接続部分を含み、導電性を付与
する不純物が注入された領域をソース領域とし、Ｓ／Ｄ電極７８ｄとの接続部分を含み、
導電性を付与する不純物が注入された領域をドレイン領域とする。
【００３２】
　また、当該金属膜はＯＬＥＤと基板７０との間に積層された導電膜であり、当該金属膜
を用いてＯＬＥＤより下に位置する下層配線を形成することができる。特に、下層配線に
より、接続端子領域４６の配線７９及びその接続端子７９ｐが形成される。
【００３３】
　無機膜７７を覆って、有機材料からなる平坦化膜８０が積層される。平坦化膜８０とし
てポリイミドやアクリル樹脂等が用いられる。平坦化膜８０はＯＬＥＤが形成される面を
平坦にする。
【００３４】
　一方、当該平坦化膜８０などからＯＬＥＤへの水分浸入を防止するために、平坦化膜８
０の上に無機膜８１が形成される。無機膜８１は防湿性及び絶縁性を有する材料で形成さ
れる。例えば、無機膜８１はシリコン窒化膜や、シリコン窒化膜とシリコン酸化膜との積
層膜を用いて形成される。
【００３５】
　無機膜８１の表面上にＯＬＥＤの画素電極８２が配置される。画素電極８２は無機膜８
１及び平坦化膜８０を貫通するコンタクトホールを介して、図１の駆動ＴＦＴ１２に相当
するＴＦＴ７３のＳ／Ｄ電極７８ｓに電気的に接続される。なお、画素電極８２は、ＯＬ
ＥＤの発光を表示面側に反射する反射膜を含む構造とすることができる。例えば、画素電
極８２は、酸化インジウム・スズ（Indium Tin Oxide：ＩＴＯ）や酸化インジウム亜鉛（
Indium Zinc Oxide：ＩＺＯ）などの透明導電材と、銀（Ａｇ）などの反射材との積層構
造とすることができる。
【００３６】
　なお、画素電極８２に接続されるＳ／Ｄ電極７８ｓ及び半導体層７２のソース領域と、
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それらの間に位置しゲート電極７６につながる金属層７６ｃとは図１にてキャパシタ１４
として示した蓄積容量を形成する。また、画素電極８２の下に、無機膜８１を挟んで導電
膜８３を配置し、当該導電膜８３を例えば接地して画素電極８２との間に保持容量を形成
することができる。保持容量は、蓄積容量に書き込まれる電圧を安定させ、有機発光ダイ
オードの安定動作に寄与する。
【００３７】
　画素電極８２が形成された無機膜８１の表面に、絶縁材料からなるバンク８４が形成さ
れる。バンク８４は画素の周囲に沿って形成され、画素電極８２の端部を覆うとともにＯ
ＬＥＤの発光面の位置に開口部を有する。当該開口部の底部には画素電極８２の上面が露
出し、その表面に発光層を含む有機層である有機材料層８５が積層される。バンク８４は
ポリイミドやアクリル樹脂等で形成される。
【００３８】
　有機材料層８５の上にＯＬＥＤの上部電極８６が形成される。既に述べたように上部電
極８６は表示領域の全体の画素に亘る共通電極とすることができる。なお、上部電極８６
は有機材料層８５から出射される光を透過する材料で形成される。具体的には、上部電極
８６は、有機材料層８５へ電子を効率的に注入できるように仕事関数の低い金属で、かつ
半透明に形成された薄膜であり、例えば、ＭｇＡｇ合金を用い、光が透過する程度の膜厚
で形成される。ちなみに、上部電極８６は断面ＩＩＩｂに示す額縁領域４４に設けられた
コンタクトホール８７を介して配線７９に電気的に接続される。
【００３９】
　画素電極８２、有機材料層８５及び上部電極８６からなるＯＬＥＤが形成された表示領
域４２に、ＯＬＥＤの上面を封止しＯＬＥＤの水分による劣化を防止する封止膜が形成さ
れる。本実施形態では当該封止膜は、２つの無機膜８８，８９と有機膜９０とからなる多
層膜である。無機膜８８，８９は例えば、シリコン窒化膜で形成され、有機膜９０はアク
リルなどの樹脂で形成される。無機膜８８は表示領域４２にて上部電極８６の表面に積層
され、有機膜９０は表示領域４２にて無機膜８８と無機膜８９との間に挟まれ、無機膜８
８，８９同士は額縁領域４４にて互いに直に接して重なる接触領域を有する。
【００４０】
　ここで、額縁領域４４には、無機膜８８，８９と無機膜８１とが接合した無機膜接合部
９１が設けられる。無機膜接合部９１を設けることで、無機膜８８，８９と無機膜８１と
に挟まれる領域への側方からの水分浸入が妨げられ、ＯＬＥＤの劣化防止が図られる。無
機膜接合部９１は基本的には表示領域４２の周囲に連なって設けられ、これにより、水分
浸入をより効果的に防止できる。
【００４１】
　図４はアレイ基板４１の表示領域４２の一部の模式的な平面図であり、バンク８４の形
成後で、有機材料層８５の形成前の状態を示している。また、図５は当該状態でのアレイ
基板４１の一部の模式的な垂直断面図であり、断面Ｖａは図４に示すＶａ－Ｖａ線に沿っ
た断面、また断面Ｖｂは図４に示すＶｂ－Ｖｂ線に沿った断面である。
【００４２】
　図４の平面図には、表示領域４２におけるバンク８４の形成領域と複数の画素開口６０
とが示されており、複数の画素開口６０は図２と同様、ストライプ配列で形成されるＲ画
素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇ、Ｂ画素５２ｂに対応している。
【００４３】
　バンク８４の表面には、凸部１００が形成される。本実施形態では凸部１００は高さが
異なる２種類の凸部１００ａ，１００ｂを含む。具体的には第１の凸部１００ａは第２の
凸部１００ｂより高い。つまり、ｚ軸を高さに応じてｚ座標が増加する向きに定義すると
、第１の凸部１００ａの頂点のｚ座標は第２の凸部１００ｂの頂点のｚ座標よりも大きい
。
【００４４】
　第１の凸部１００ａは基本的にＲＧＢ画素のうち特定の１種類の画素開口６０の近傍に
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配置される。例えば、第１の凸部１００ａは各Ｂ画素５２ｂに隣接して設けられる。一方
、本実施形態では、第２の凸部１００ｂは各Ｒ画素５２ｒ及び各Ｇ画素５２ｇに隣接して
配置されている。
【００４５】
　ここで、ストライプ配列では画素開口６０がｙ方向に細長い形状とされ、ｘ方向の間隔
がｙ方向の間隔より小さく形成され得る。つまり、ｙ方向に隣接する画素間におけるバン
ク８４はｘ方向に隣接する画素間よりも大きな幅を有するので、凸部１００を配置しやす
い。そこで、本実施形態では凸部１００は画素行間のバンク８４の上に配置している。す
なわち、Ｂ画素５２ｂに対してｙ方向に隣接して凸部１００ａが設けられ、Ｒ画素５２ｒ
及びＧ画素５２ｇそれぞれに対してｙ方向に隣接して凸部１００ｂが設けられる。
【００４６】
　図５の断面Ｖａ，Ｖｂの位置はｘ方向に関しては同じで、ｙ方向に関して異なる。なお
、図５は凸部１００の形状及び配置を説明するためのものであり、図３に示した構造の多
くは図示を省略している。例えば、アレイ基板４１をなす層１０１は、図３のアンダーコ
ート層７１～無機膜８１を含む積層構造を有する。
【００４７】
　凸部１００ａと凸部１００ｂとは共通の直線上にｘ方向に並び、断面ＶｂにはＢＧＢ各
画素に隣接する凸部１００ａ，１００ｂが画素開口６０に対応するｘ座標に現れている。
ちなみに、断面Ｖａにおけるバンク８４の上端の高さが断面Ｖｂにおける凸部１００の下
端の高さに相当する。
【００４８】
　本実施形態では凸部１００はバンク８４と共通の材料で形成するが、バンク８４とは異
なる材料で形成することもできる。すなわち、上述のようにバンク８４をポリイミドやア
クリル樹脂で形成する場合に、凸部１００はそれと同じ材料で形成してもよいし、例えば
、エポキシなどの他の有機材料や窒化酸化ケイ素などの無機材料で形成してもよい。
【００４９】
　凸部１００の形状は図４、図５の例では垂直断面が台形で平面形状が円としているが、
他の形状でもよい。
【００５０】
　図６は図４に対応するアレイ基板４１の表示領域４２の一部における有機材料層８５の
形成後の模式的な平面図である。後述する製造方法により、Ｂ画素５２ｂの画素開口６０
の底面に露出する画素電極８２及びその周囲を含む矩形領域に有機材料層８５ｂが形成さ
れ、また、Ｒ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇそれぞれの画素開口６０の底面に露出する画素電
極８２及びその周囲を含む矩形領域に有機材料層８５ｒ，８５ｇが形成されている。
【００５１】
　ここで、第１の凸部１００ａは隣接するＢ画素５２ｂの有機材料層８５ｂによって覆わ
れるが、第２の凸部１００ｂはいずれの画素の有機材料層８５によっても覆われない。換
言すれば、ＲＧＢ画素のうちＢ画素５２ｂの有機材料層８５ｂは、凸部１００ａ，１００
ｂのうち第１の凸部１００ａのみを覆い、Ｒ画素５２ｒ及びＧ画素５２ｇの有機材料層８
５ｒ，８５ｇは第１の凸部１００ａ及び第２の凸部１００ｂのいずれも覆わないように設
けられている。
【００５２】
　次に、本発明の表示装置の製造方法に係る実施形態を説明する。当該製造方法が従来の
製造方法と基本的に異なる点は、上述の凸部１００を形成する工程を有する点と、有機材
料層８５の形成の仕方とにある。このうち本発明に係る製造方法の特徴は主に、有機材料
層８５の形成の方、特に凸部１００を利用して有機材料層８５を成膜する点にあり、以下
、図７～図１２を用いてこの点を説明する。ちなみに、凸部１００は例えば、バンク８４
に画素開口６０を形成するのと同様又は類似の周知のプロセスで形成することができ、具
体的にはアレイ基板４１の表面に積層した樹脂などの膜をフォトリソグラフィー技術を用
いてエッチングして作ることができる。
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【００５３】
　３つの発光色に対応した３種類の有機材料層８５ｒ，８５ｇ，８５ｂは塗り分け法で形
成する。具体的には、３種類の有機材料層ごとに、それぞれの成膜位置に対応した開口を
有した蒸着マスクを用意し、当該蒸着マスクを用いて有機材料層８５ｒ，８５ｇ，８５ｂ
を順次、アレイ基板４１の表面に蒸着する。
【００５４】
　本実施形態では、第１の凸部１００ａが隣接するＢ画素５２ｂに最初に有機材料層８５
ｂを形成し、その後、Ｇ画素５２ｇ、Ｒ画素５２ｒに順次、有機材料層８５ｇ，８５ｒを
形成する。
【００５５】
　図７及び図８は有機材料層８５ｂの形成工程を説明する図であり、図９及び図１０は有
機材料層８５ｇの形成工程を説明する図であり、図１１及び図１２は有機材料層８５ｒの
形成工程を説明する図である。そして、図７、図９、図１１はそれぞれ、Ｂ，Ｇ，Ｒ用の
蒸着マスクの模式的な平面図であり、図４に示したアレイ基板４１と対応付けて示してい
る。
【００５６】
　図４、図５に示したバンク８４及び凸部１００が形成されたアレイ基板４１上に、図７
に示すようにＢ用の蒸着マスク１０５ｂを配置して蒸着処理を行い、有機材料層８５ｂを
形成する。図８は有機材料層８５ｂを蒸着した状態でのアレイ基板４１及び蒸着マスク１
０５ｂの模式的な垂直断面図であり、図５の断面図と対応付けて示している。すなわち、
断面ＶＩＩＩａは図４に示すＶａ－Ｖａ線に沿った位置での垂直断面であり、断面ＶＩＩ
Ｉｂは図４に示すＶｂ－Ｖｂ線に沿った位置での垂直断面である。
【００５７】
　Ｂ用の蒸着マスク１０５ｂの開口部１１０ｂは、アレイ基板４１上にて、ＲＧＢ画素の
うちＢ画素５２ｂだけの画素開口６０を含む一方、Ｂ画素５２ｂに隣接する第１の凸部１
００ａも含む形状・大きさに形成されている。そのため、蒸着マスク１０５ｂをアレイ基
板４１上に配置したときに、図８の断面ＶＩＩＩｂに示すように、第１の凸部１００ａは
蒸着マスク１０５ｂに接触せず、第１の凸部１００ａより低い第２の凸部１００ｂの上端
が蒸着マスク１０５ｂの裏面に接触し蒸着マスク１０５ｂを支持する。つまり、第１の凸
部１００ａは、アレイ基板４１上における蒸着マスク１０５ｂの高さを規定するスペーサ
ーとならず、第１の凸部１００ａより低い第２の凸部１００ｂが当該スペーサーとして機
能する。
【００５８】
　この蒸着マスク１０５ｂを用いて蒸着を行うと、有機材料層８５ｂは、図８の断面ＶＩ
ＩＩａ及び図６に示すようにＢ画素５２ｂの画素開口６０に積層され、また、図８の断面
ＶＩＩＩｂ及び図６に示すように第１の凸部１００ａも覆う。
【００５９】
　次いで、有機材料層８５ｂが形成されたアレイ基板４１上に、図９に示すようにＧ用の
蒸着マスク１０５ｇを配置して蒸着処理を行い、有機材料層８５ｇを形成する。図１０は
有機材料層８５ｇを蒸着した状態でのアレイ基板４１及び蒸着マスク１０５ｇの模式的な
垂直断面図であり、図５の断面図と対応付けて示している。すなわち、断面Ｘａは図４に
示すＶａ－Ｖａ線に沿った位置での垂直断面であり、断面Ｘｂは図４に示すＶｂ－Ｖｂ線
に沿った位置での垂直断面である。
【００６０】
　Ｇ用の蒸着マスク１０５ｇの開口部１１０ｇは、アレイ基板４１上にて、ＲＧＢ画素の
うちＧ画素５２ｇだけの画素開口６０を含む一方、いずれの凸部１００も含まない形状・
大きさに形成されている。そのため、蒸着マスク１０５ｇをアレイ基板４１上に配置した
ときに、図１０の断面Ｘｂに示すように、第２の凸部１００ｂより高い第１の凸部１００
ａの上端が蒸着マスク１０５ｇの裏面に接触し蒸着マスク１０５ｇを支持する。つまり、
第１の凸部１００ａがアレイ基板４１上における蒸着マスク１０５ｇの高さを規定するス
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ペーサーとして機能する。
【００６１】
　この蒸着マスク１０５ｇを用いて蒸着を行うと、有機材料層８５ｇは、図１０の断面Ｘ
ａ及び図６に示すようにＧ画素５２ｇの画素開口６０に積層される。一方、有機材料層８
５ｇは図１０の断面Ｘｂ及び図６に示すように第１の凸部１００ａ及び第２の凸部１００
ｂのいずれも覆わない。
【００６２】
　さらに、有機材料層８５ｂ，８５ｇが形成されたアレイ基板４１上に、図１１に示すよ
うにＲ用の蒸着マスク１０５ｒを配置して蒸着処理を行い、有機材料層８５ｒを形成する
。図１２は有機材料層８５ｒを蒸着した状態でのアレイ基板４１及び蒸着マスク１０５ｒ
の模式的な垂直断面図であり、図５の断面図と対応付けて示している。すなわち、断面Ｘ
ＩＩａは図４に示すＶａ－Ｖａ線に沿った位置での垂直断面であり、断面ＸＩＩｂは図４
に示すＶｂ－Ｖｂ線に沿った位置での垂直断面である。
【００６３】
　Ｒ用の蒸着マスク１０５ｒの開口部１１０ｒは、アレイ基板４１上にて、ＲＧＢ画素の
うちＲ画素５２ｒだけの画素開口６０を含む一方、Ｇ用の蒸着マスク１０５ｇと同じく、
いずれの凸部１００も含まない形状・大きさに形成されている。そのため、蒸着マスク１
０５ｒをアレイ基板４１上に配置したときに、図１２の断面ＸＩＩｂに示すように、第１
の凸部１００ａがアレイ基板４１上における蒸着マスク１０５ｒの高さを規定するスペー
サーとして機能する。
【００６４】
　この蒸着マスク１０５ｒを用いて蒸着を行うと、有機材料層８５ｒは、図１２の断面Ｘ
ＩＩａ及び図６に示すようにＲ画素５２ｒの画素開口６０に積層される一方、図１２の断
面ＸＩＩｂ及び図６に示すように第１の凸部１００ａ及び第２の凸部１００ｂのいずれも
覆わない。
【００６５】
　複数種類の有機材料層８５を複数回の蒸着工程で塗り分ける場合に、上述したように、
最初の蒸着工程で用いる蒸着マスク１０５は第１の凸部１００ａが入り込む開口部１１０
を有することで、第２の凸部１００ｂが当該蒸着マスク１０５に対するスペーサーとなる
。これにより、第１の凸部１００ａがスペーサーとなる場合より、アレイ基板４１と蒸着
マスク１０５との距離を小さくすることができ、位置精度よく蒸着することが可能である
。
【００６６】
　一方、２回目以降の蒸着工程で用いる蒸着マスク１０５の開口部１１０には第１の凸部
１００ａは入り込まず、第１の凸部１００ａが当該蒸着マスク１０５に対するスペーサー
となる。これにより、最初の蒸着工程より、アレイ基板４１と蒸着マスク１０５との距離
を大きくすることができ、蒸着マスク１０５に付着した異物が、すでにアレイ基板４１上
に蒸着されている有機材料層を破壊することが回避され、表示不良の発生の可能性の低減
を図ることができる。
【００６７】
　なお、第１の凸部１００ａをスペーサーとして用いる場合、第２の凸部１００ｂをスペ
ーサーとして用いる場合よりも蒸着マスク１０５とアレイ基板４１との距離が広がること
に対応して、蒸着マスク１０５で遮蔽された領域への蒸着材料の回り込みも大きくなり得
る。よって、当該回り込みの影響を考慮して、２回目以降の蒸着工程で用いる蒸着マスク
１０５の開口部１１０を予め小さく形成してもよい。
【００６８】
［第２の実施形態］
　第１の実施形態では、Ｒ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇ、Ｂ画素５２ｂが表示領域にストラ
イプ配列される例を説明した。しかし、本発明はストライプ配列以外の画素配列を有する
表示装置にも適用することができる。
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【００６９】
　第２の実施形態として、第１の実施形態とはＲＧＢ画素の配置が異なる有機ＥＬ表示装
置２を説明する。ここで、第２の実施形態と第１の実施形態との基本的な相違点はＲＧＢ
画素の配置であり、それ以外の構成、例えば、図１～図３にて説明した多くの事項は基本
的に共通とすることができ、ここでは説明を省略する。
【００７０】
　図１３は第２の実施形態の有機ＥＬ表示装置２のアレイ基板４１の表示領域４２の一部
の模式的な平面図であり、有機材料層８５の形成後の状態を示している。図１３の平面図
には、表示領域４２におけるバンク８４の形成領域、Ｒ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇ、Ｂ画
素５２ｂそれぞれの画素開口６０及び有機材料層８５ｒ，８５ｇ，８５ｂ、並びに第１の
凸部１００ａ及び第２の凸部１００ｂの位置が示されている。
【００７１】
　３つのサブピクセル、つまりＲ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇ、Ｂ画素５２ｂからなる１つ
の画素において、Ｒ画素５２ｒ及びＧ画素５２ｇがｙ方向に並び、それらのｘ方向に隣接
してＢ画素５２ｂが配置される。この画素構成では図１３に示すように、例えば、表示領
域４２に、Ｒ画素５２ｒとＧ画素５２ｇとが交互に並ぶ列と、Ｂ画素５２ｂのみが並ぶ列
とが、行方向に交互に配置される。
【００７２】
　本実施形態においても第１の実施形態と同様、第１の凸部１００ａは各Ｂ画素５２ｂに
隣接して設けられ、第２の凸部１００ｂは各Ｒ画素５２ｒ及び各Ｇ画素５２ｇに隣接して
設けられている。そして、第１の実施形態と同様、Ｂ画素５２ｂの有機材料層８５ｂは２
種類の凸部１００のうち第１の凸部１００ａのみを覆い、Ｒ画素５２ｒ及びＧ画素５２ｇ
の有機材料層８５ｒ，８５ｇは２種類の凸部１００ａ，１００ｂのいずれも覆わないよう
に設けられている。
【００７３】
　図１４、図１５、図１６はそれぞれ、Ｂ，Ｒ，Ｇ用の蒸着マスクの模式的な平面図であ
り、図１３に示したアレイ基板４１と対応付けて示している。Ｂ用の蒸着マスク１１５ｂ
の開口部１１０ｂは、第１の実施形態の蒸着マスク１０５ｂと同様、アレイ基板４１上に
て、Ｂ画素５２ｂの画素開口６０を含み、かつＢ画素５２ｂに隣接する第１の凸部１００
ａも含む形状・大きさに形成されている。また、Ｒ用及びＧ用の蒸着マスク１０５ｒ，１
０５ｇの開口部１１０ｒ，１１０ｇはそれぞれ、第１の実施形態の蒸着マスク１０５ｒ，
１０５ｂと同様、Ｒ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇの画素開口６０を含むが、いずれの凸部１
００も含まない形状・大きさに形成されている。
【００７４】
　これら蒸着マスク１１５を用いることで、各画素の有機材料層８５は第１の実施形態と
基本的に同様の製造方法で形成される。すなわち、Ｂ画素５２ｂの有機材料層８５ｂは、
第２の凸部１００ｂをスペーサーとして蒸着マスク１１５ｂをアレイ基板４１上に支持し
て形成され、Ｒ画素５２ｒ及びＢ画素５２ｂの有機材料層８５ｒ，８５ｂは、第１の凸部
１００ａをスペーサーとして蒸着マスク１１５ｒ，１１５ｂをアレイ基板４１上に支持し
て形成される。
【００７５】
　よって、第２の実施形態の有機ＥＬ表示装置２においても、第１の実施形態と同様、塗
り分け法でのＯＬＥＤの作成にて、蒸着位置精度の改善及び表示不良の発生の可能性の低
減を図ることができる。
【００７６】
［変形例］
　（１）有機材料層８５の蒸着に関し、２種類の凸部１００のうち低い方を蒸着マスクの
スペーサーとして用い、かつ最初に蒸着処理を行う画素を先行蒸着画素、また、複数種類
の画素のうち先行蒸着画素の後に２種類の凸部１００のうち高い方をスペーサーとして用
いて蒸着処理を行う画素を後続蒸着画素と呼ぶことにする。上述の実施形態ではＢ画素を
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先行蒸着画素、Ｇ画素及びＲ画素を後続蒸着画素とした。しかし、複数種類の画素のうち
いずれの１種類を先行蒸着画素とするかは、本発明の趣旨からは基本的には任意であり、
また、後続蒸着画素同士での蒸着の順序も基本的に任意に定めることができる。
【００７７】
　（２）既に述べたように、２種類の凸部１００のうち高い方を蒸着マスクのスペーサー
として用いると、蒸着マスクとアレイ基板との距離の拡大に応じて蒸着マスクの遮蔽領域
への蒸着材料の回り込みも大きくなり、低い凸部１００をスペーサーとして用いた場合よ
り蒸着位置精度が低くなり得る。この対策の１つとして、高い凸部１００がスペーサーと
なる蒸着マスクについて開口部を小さくすることはすでに述べた。
【００７８】
　ここで、発光色の異なる複数種類のサブピクセルの画素開口は、各色の発光層の発光効
率や視感度特性に応じて互いに異なる大きさに設定され得る。蒸着マスクの開口サイズを
共通とすると、画素開口が小さい画素は画素開口が大きい画素よりも蒸着領域の位置ずれ
の影響を受けにくい。そこで、複数種類の画素のうち画素開口が大きいものを先行蒸着画
素とし、画素開口が小さいものを後続蒸着画素としてもよい。これにより、画素開口の縮
小の進展などから蒸着マスクの開口部の一層の微細化が難しい場合などにおいても、蒸着
位置精度の確保が図れる。
【００７９】
　図１７はこの一例を示している。具体的には、図１７は第１の実施形態と同様、ストラ
イプ配列の有機ＥＬ表示装置２のアレイ基板４１の表示領域４２の一部の模式的な平面図
であり、有機材料層８５の形成後の状態を示している。図１７の画素のレイアウトでは、
Ｂ画素５２ｂと比較してＲ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇの画素開口６０が小さい。この画素
開口の大きさの相違に対応して、Ｂ画素５２ｂの近傍に第１の凸部１００ａが配置され、
Ｂ画素５２ｂが先行蒸着画素、またＲ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇが後続蒸着画素とされる
。
【００８０】
　（３）第１の凸部１００ａは先行蒸着画素のそれぞれに隣接して配置する必要はなく、
後続蒸着画素の蒸着マスクを好適に支持する密度で配置することができる。具体的には、
スペーサーとなる凸部１００ａ間にて後続蒸着画素の蒸着マスクの撓みが生じない、また
は当該撓みが蒸着位置精度などに与える影響が無視できる密度に凸部１００ａを間引くこ
とができる。
【００８１】
　同様の観点から、第２の凸部１００ｂも間引くことができる。例えば、上述の実施形態
では凸部１００ｂの配置密度は基本的に凸部１００ａの２倍となるが、蒸着マスクの強度
がＲ画素及びＧ画素とＢ画素とで同じならば、凸部１００ｂの密度は凸部１００ａと基本
的に同じとすることができる。
【００８２】
　（４）第２の凸部１００ｂをバンク８４で代用する構成とすることもできる。図１８は
当該構成のアレイ基板４１の一部の模式的な垂直断面図であり、図４に示すＶｂ－Ｖｂ線
に沿った断面である。つまり、当該構成では図４に示すＶａ－Ｖａ線に沿った断面は図５
の断面Ｖａと共通であるが、Ｖｂ－Ｖｂ線に沿った断面が図５の断面Ｖｂに代えて図１８
の断面となる。この構成では、バンク８４の上に図５の断面Ｖｂ等に示した第２の凸部１
００ｂが形成されず、バンク８４自体が第２の凸部１００ｂとしての機能を担う。つまり
、Ｂ画素５２ｂの有機材料層８５ｂの蒸着に際しては、バンク８４の上面が蒸着マスク１
０５ｂを支持し、画素開口６０の底面に露出する画素電極の上方に蒸着マスク１０５ｂを
保つスペーサーとして機能する。一方、Ｇ画素５２ｇ、Ｒ画素５２ｒの有機材料層８５ｇ
，８５ｒの蒸着に際しては、第１の凸部１００ａが蒸着マスク１０５ｇ，１０５ｒを支持
する。
【００８３】
　図１９は図１８のアレイ基板４１の有機材料層８５の形成後の模式的な部分平面図であ
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る。図１９のアレイ基板４１は第２の凸部１００ｂを設けられていない点で、図６と相違
するが、その他の点では基本的に図６と同様であり、特に第１の凸部１００ａは図６と同
様、有機材料層８５ｂで覆われる。
【００８４】
　（５）上述の実施形態では、第１の凸部１００ａは先行蒸着画素とするＢ画素５２ｂに
隣接して配置した。これにより、先行蒸着画素の蒸着マスクの開口部は、画素開口に対応
して設けられる部分と、第１の凸部１００ａが入り込む部分とを一体とした１つの孔とす
ることができ、蒸着マスクの開口部の形成が容易となる。
【００８５】
　一方、先行蒸着画素の蒸着マスクに、画素開口上の開口部と、第１の凸部１００ａが入
り込む開口部とを互いに分離して形成してもよい。
【００８６】
　本発明は、上述した実施形態及び変形例に限定されるものではなく種々の変形が可能で
ある。例えば、実施形態で説明した構成は、実質的に同一の構成、同一の作用効果を奏す
る構成又は同一の目的を達成することができる構成で置き換えることができる。
【符号の説明】
【００８７】
　２　有機ＥＬ表示装置、４　画素アレイ部、６　ＯＬＥＤ、８　画素回路、１０　スイ
ッチングＴＦＴ、１２　駆動ＴＦＴ、１４　キャパシタ、２０　走査線駆動回路、２２　
映像線駆動回路、２４　駆動電源回路、２６　基準電源回路、２８　制御装置、３０　走
査信号線、３２　映像信号線、３４　駆動電源線、４０　表示パネル、４２　表示領域、
４４　額縁領域、４６　接続端子領域、４８　ＦＰＣ、５０　ドライバＩＣ、６０　画素
開口、７０　基板、７９　配線、７９ｐ　接続端子、８１，８８，８９　無機膜、８２　
画素電極、８４　バンク、８５　有機材料層、８６　上部電極、８７　コンタクトホール
、９０　有機膜、９１　無機膜接合部、１００，１００ａ，１００ｂ　凸部、１０５，１
１５　蒸着マスク、１１０　開口部。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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